
               公募型プロポーザルの公告 

下記の工事について、企画提案型（プロポーザル）方式により工事請負者の選定を行い

ますので、次の通り公告します。 

令和７年６月２７日（金） 

                             橿原市長 亀田 忠彦 

１．公募型プロポーザル公告に付する事項 

案件名 橿原市立小・中学校トイレ洋式化改修工事【A工区】 

履行機関 契約締結日～令和８年３月１８日 

業務内容 橿原市立小・中学校トイレ洋式化改修工事「設計・施工者選定プロポーザ

ル募集要項」「要求水準書」のとおり 

工事の目的と概要 

 本事業は、橿原市立小学校及び中学校のトイレの既設和式大便器を洋式大便器に更

新することにより、児童、生徒が日常的に使用するトイレ空間における学校教育活

動に適した良好な環境の確保と快適な学習環境を提供し、また、水使用量の削減な

ど環境への配慮等を同時に達成することを目的とする。 

２ 提案資格 

当該案件に参加しようとする者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとします。   

① 参加者は単体企業あるいは複数の構成員からなる任意に結成された連合体（以下「コ

ンソーシアム」という。）とする。 

② 単体企業で参加する場合は、「令和 7 年度の橿原市入札参加資格者名簿」 （申請業

種：建築工事・管工事）」に登録されているものであること。 

③ 単体企業あるいはコンソーシアムにおいて、参加する企業は、建築士法第 2３条の建

築事務所登録されていること。 

④ コンソーシアムは、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。なお、コンソーシア

ムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員又は単体企業として本プロポーザルに参

加することはできない。また、構成員と資本面又は人事面において密接な関連のある

ものについても、他のコンソーシアムの構成員になることができない。 

(ｱ) コンソーシアム構成員は、工事の施工を担当する者及び工事監理業務を担当する者

等、必要とされる事業者からなるものとする。 

(ｲ) コンソーシアムの代表企業（コンソーシアムの構成員の中で応募手続きを行い、本



市との対応窓口となる法人）を応募時に明らかにすること。 

(ｳ) コンソーシアムの代表企業は、「令和 7 年度の橿原市入札参加資格者名簿」 （申

請業種：建築工事・管工事）」のいずれかの者であること。 

(ｴ) 参加者（コンソーシアムの場合は代表企業）と 3 か月以上の雇用関係にある者を、

本業務全体の統括責任者として専任で配置できること。 

⑤ 業務実施体制は、事業を円滑に進めるため、以下の体制とする。 

(ｱ) 単体企業あるいはコンソーシアムは、全体業務を統括的に管理する統括責任者のも

と、簡易設計業務における管理技術者及び工事監理業務における工事監理者を配置

する。 

(ｲ) 工事に係る簡易設計業務の管理技術者と工事監理業務の工事監理者は同一人とする  

ことができる。ただし、主任技術者等は同一人とすることはできない。 

(ｳ) 施工業務における現場代理人、主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者等」

という。）を配置する。 

(ｴ) 上記に掲げる現場代理人、主任技術者等、管理技術者並びに工事監理者は、コンソ

ーシアムの各構成員と 3 か月以上の雇用関係にある者とする。 

(2) 本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員の参加資格要件 

本事業に参加する単体企業あるいはコンソーシアムの構成員は、参加表明書の提出

日（以下「基準日」という。）において、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

なお、基準日から契約候補者の決定までの間に、次に掲げる要件を一つでも満たさな

くな った場合は、参加資格を取り消すものとする。 

① 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者又は同条第２ 

項各号のいずれかに該当したために競争入札に参加させないこととした者ではないこ

と。 

② 橿原市入札参加資格停止要綱（平成１４年橿原市告示第２０８号）による資格停止措

置を受けていない者であること。 

③ 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づく破産手続開始の申し立て、会社 

更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続の開始の申立てをして

いない者又は申立てがなされていない者であること。 

④ 橿原市契約における暴力団排除に関する要綱（平成２４年橿原市告示第１７５号） 



に基づく入札参加資格取消措置を受けていない者であること。 

⑤ 橿原市建設工事の配置技術者等の基準を定める要綱平成 １９年５月１日告示第１０

５ 号配置技術者等は、法に規定する要件を満たすほか、請負者と３月以上の直接的

かつ恒常的な雇用関係があるものでなければならない。ただし、代表者又は代表取

締役が配置技術者等となる場合はこの限りでない。 

３ 契約候補者の選定方法 

契約候補者の選定については、別途「橿原市立小・中学校トイレ洋式化改修工事 設

計・施工者選定プロポーザル募集要項」に示していますので、プロポーザルの参加を

希望する場合は、実施要領等を確認の上、参加表明書を提出期限までに提出して下さ

い。 

４ 審査の手続き及び契約候補者の選定 

 提出された技術提案書等について、別途定めた審査基準書に基づき審査を実施する。

技術提案書等の評価は、「橿原市立小・中学校トイレ洋式化改修事業に係るプロポー

ザル評価委員」が行い、最も優れている提案者を優秀提案者として選定し、契約締結

に向けた手続きを行う。評価に際し、技術提案書のヒアリング審査を次の日程で実施

する。 

公告から契約までのスケジュール（予定） 

１公告 令和 7年 6月27日（金） 

２ 参加表明書提出期限     令和 7年 7月 7日（月） 

３ 提案資格確認結果通知書送付 令和 7年 7月 9日（水） 

４ 現地視察会申請期限     令和 7年 7月11日（金） 

５ 現地視察開催通知書     令和 7年 7月15日（火） 

６ 現地視察実施        令和 7年 7月17日 (木)～令和 7年 7月31日（木） 

７ 質疑書受付締め切り     令和 7年 8月 7日（木） 

８ 質疑回答          令和 7年 8月11日（月） 

９ 提出意思確認書提出期限   令和 7年 8月13日（水） 

１０ 企画提案書提出期限    令和 7年 8月20日（水） 

１１ ヒアリング等実施日    令和 7年 8月22日（金） 

１２ 評価結果通知書送付    令和 7年 8月25日（月） 

１３ 協議仕様書、見積書の作成 令和 7年 8月29日（金） 



１４ 契約公表         令和 7年 9月 5日（金） 

 

５ その他 

    詳細は、橿原市立小・中学校トイレ洋式化改修工事「設計・施工者選定プロポ

ーザル募集要項」「要求水準書」のとおり。 

 

６ 参加手続等 

  (1) 担当部署及び問い合わせ先 

      〒634-0075  橿原市小房町11-5 

                  橿原市教育委員会事務局教育総務課 

                  （かしはら万葉ホール４階） 

                  電話  0744-29-5901  ＦＡＸ  0744-24-9707 

電子メール： kyoiku@city.kashihara.nara.jp 

  (2) 募集要項及び要求水準書等関係資料の入手方法 

      橿原市ホームページからダウンロードする。 

      （https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/） 

 

 

 

mailto:kyoiku@city.kashihara.nara.jp
https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/

